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はじめに

【開催日時】2025年8月20日 15:00～16:00

【開催場所】MCP事務所
【メンバー】議長 岩倉七重

会社側 大須賀淳（産業医Teams参加）
横山幸江（衛生管理者・議事/事務局）

従業員側 岡田ゆか
欠席：今泉久美子

  議長挨拶：議長 岩倉
【議題】①労働災害、通勤災害、時間外労働状況報告（7月）：横山

②『産業医へ衛生関係について質問、相談、討議の時間』：大須賀先生
③ 今月のテーマ『からだとこころにイイ！をはじめよう』：横山

※ストレスチェック実施審議について
例年8月の衛生委員会にて審議していますが、本社からの実施要領が届いていないため次回衛生委員会にて審議します
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議長挨拶

連日の猛暑の中、皆さん本当にお疲れさまです。
昨日、派遣スタッフの方が軽度の熱中症で体調を崩されました。幸い大事には至り
ませんでしたが、改めて水分補給や休憩の大切さを感じさせられる出来事でした。
私たち派遣会社に所属する皆さんは、それぞれ異なる職場環境で働いておられるた
め、休憩場所や水分補給のタイミングが取りにくい場合もあるかと思います。もし
派遣先企業の就業環境が暑さで働きづらい、熱中症になりやすいと感じる場合は、
無理をせず、ぜひフォロー担当へ相談してください。環境面の改善や調整について、
企業として派遣先企業へ相談してまいります。
皆さん一人ひとりの健康が第一です。体調に不安を感じたら我慢せず、早めに声を
かけ合っていきましょう。

今月もどうぞよろしくお願いいたします。
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①労働災害、通勤災害、時間外労働状況報告（7月）

区分 派遣スタッフ 52名 運営スタッフ 3名

勤務形態 日8週40H超 フレックス

法定時間外労働 平均 1:34 0:00

最大 34:45 0:00

法定内休出 平均 0:00 0:00

最大 0:00 0:00

法定外＋法定内 平均 1:34 0:00

最大 34:45 0:00
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2024年度 29:05 18:45 22:35 22:20 21:40 29:05 31:40 32:30 20:15 22:30 25:05 25:15

2025年度 19:55 24:05 33:00 34:45
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2カ所で働く派遣社員の時間外労働＋法定労働時間前年度対比表
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③産業医へ衛生関係について質問、相談、討議の時間
＜質問、相談、討議事項＞

Q1. 口対口人口呼吸は傷病者の鼻をつまみ、１回の吹込みに約1秒かけて、胸の盛り上がりが
できるまで息を吹き込むということですが、１秒ではなく長く吹き込むことはダメなのでしょうか。

Q2. 胸骨圧迫は胸から約5ｃｍ（6ｃｍを超えない）沈む強さで１分間に１００～１２０回の
テンポで行いますが、乳幼児も同じように行うのでしょうか。

産業医：人工呼吸は１回の吹込みで胸が盛り上がることを確認し行います。
口で長く吹き込むことよりも、心臓マッサージのほうが重要です。
ちなみにMCCでは人工呼吸はしないということになっています。

産業医：乳幼児の場合は手のひらではおさないです。胸骨圧迫の胸からの深さも異なります。
※8Pのイラストを参照
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③産業医へ衛生関係について質問、相談、討議の時間
＜質問、相談、討議事項＞

小児については、体格に応じて片腕との文
献もある
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③産業医へ衛生関係について質問、相談、討議の時間
＜質問、相談、討議事項＞

Q3.運動実践の指導は運動指導担当者もしくは、運動実践担当者が行います。産業保健指導担当者は、
睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健指導を担当します。他にも事業場における健康保持増進措置を実施する
スタッフは下記の通り、たくさんあるが愛知では兼任しているのでしょうか。

産業医：ＴＨＰ（Total Health promotion Plan）の図と思います
THPとは「心とからだの健康づくり」をスローガンとする、働く人を対象
とした健康保持増進措置のことです。 
労働安全衛生法第 69 条では、事業者の努⼒義務として、労働者の
健康保持増進措置に継続的かつ計画的に取り組 むことを定めており、
労働者もそれらを利⽤して健康保持増進に努めることとしています。
また、その適切かつ有 効な実施のために、
労働安全衛生法第 70 条の2 を根拠に示されたのが
「事業場における労働者の健康保持増進の ための指針」
（THP 指針）です。
右の資料は、古いようです。何度か改正されており現在は役割については
以前に比べ厳密に言われなくなったかと認識しています。
努⼒義務ですし人数が少ない職場では兼任は可能かと思います。ちなみに
愛知ではこのような厳密な役割わけではないと認識しております。
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今月のテーマ

『からだとこころに
イイ！をはじめよう』
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豊橋市国民健康保険
「まるごと！健康づくりカレンダー」より引⽤
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次回
衛生委員会予定

・日時
2025年 9月 17日（水） 13:00～14:00

・場所
MCP事務所
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 ご安全に！
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